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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期

決算年月 平成26年5月 平成27年5月 平成28年5月 平成29年5月 平成30年5月

売上高 （百万円） 18,345 19,086 19,730 19,540 18,789

経常利益 （百万円） 1,164 1,148 974 958 615

当期純利益 （百万円） 606 641 513 457 305

持分法を適用した場合の投

資利益
（百万円） － － － － －

資本金 （百万円） 315 315 315 315 315

発行済株式総数 （千株） 2,903 2,903 2,903 2,903 2,903

純資産額 （百万円） 5,351 5,914 5,603 5,979 6,202

総資産額 （百万円） 8,339 9,342 8,906 8,973 9,040

１株当たり純資産額 （円） 1,843.14 2,037.04 2,053.93 2,191.66 2,273.71

１株当たり配当額
（円）

27.00 27.00 30.00 30.00 30.00

(内１株当たり中間配当額) (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 （円） 208.93 220.86 182.96 167.70 112.14

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 64.2 63.3 62.9 66.6 68.6

自己資本利益率 （％） 11.9 11.4 8.9 7.9 5.0

株価収益率 （倍） 15.3 18.2 22.7 26.1 48.3

配当性向 （％） 12.9 12.2 16.4 17.9 26.8

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） 1,152 1,309 660 869 514

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △267 △487 △407 △238 △210

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △141 △109 △863 △198 △26

現金及び現金同等物の期末

残高
（百万円） 4,589 5,301 4,691 5,124 5,402

従業員数
（人）

449 468 462 456 473

(外、平均臨時雇用者数) (1,162) (1,168) (1,217) (1,308) (1,114)

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【沿革】

年月 事項

昭和52年11月 玩具店及び飲食店の経営を目的として、千葉市誉田町三丁目46番地1（現千葉市緑区誉田町三丁目

46番地1）に株式会社オールを設立（資本金2,000千円）し、玩具店の経営を行う。（※１）

昭和54年 5月 持ち帰り寿司業態の第1号店として、千葉県印旛郡に「花すし」八街店を開設。（※１）

昭和56年 4月 当社の本店を千葉市誉田町一丁目978番地13（現千葉市緑区誉田町一丁目978番地13）に移転

昭和62年 4月 回転寿司業態の第1号店として、千葉県浦安市に「ABC」浦安店（現「すし銚子丸」浦安店）を開

設。（※２）

平成10年10月 グルメ回転寿司業態の第１号店として、千葉県市川市に「すし銚子丸」市川店を開設

平成13年10月 グルメ回転寿司業態の東京地区第１号店として、東京都江戸川区に「すし銚子丸」みずえ店を開

設

平成14年 5月 株式会社オールエスとの営業譲渡契約により、「すし銚子丸」蘇我店及び「すし銚子丸」幸町本店

の営業を譲り受ける。（※３）

平成14年 6月 千葉市中央区に「すし銚子丸」千葉駅前店を開設。（チェーン店舗数20店舗達成）

平成15年11月 株式会社オール・エフとの営業譲渡契約により、「すし銚子丸」幸町本店等の営業を譲渡（※４）

平成16年 2月 当社の本店を千葉市美浜区浜田二丁目39番地に移転。

平成16年 2月 オール実業株式会社との営業譲渡契約により、同社の営業の全部を譲り受ける。（※５）

平成16年 8月

平成17年 3月

平成17年 4月

平成17年 7月

東京都練馬区に「すし銚子丸」光が丘店を開設。（チェーン店舗数30店舗達成）

グルメ回転寿司業態の埼玉地区第１号店として、埼玉県越谷市に「すし銚子丸」南越谷店を開設。

商号を株式会社銚子丸に変更。

千葉県成田市に「すし銚子丸」成田店を開設（チェーン店舗数40店舗達成）

平成19年 3月 ジャスダック証券取引所に株式を上場。

平成19年 5月 埼玉県春日部市に「すし銚子丸」春日部店を開設（チェーン店舗数50店舗達成）

平成20年 4月

 

平成20年 7月

平成22年 4月

 

 

平成25年 3月

平成25年 7月

 

平成26年11月

 

平成27年 8月

グルメ回転寿司業態の神奈川地区第１号店として、神奈川県相模原市に「すし銚子丸」西橋本店

を開設

さいたま市南区に「すし銚子丸」南浦和店を開設（チェーン店舗数60店舗達成）

千葉県市原市に「すし銚子丸」市原店を開設（チェーン店舗数70店舗達成）

ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上

場

横浜市青葉区に「すし銚子丸」あざみ野店を開設（チェーン店舗数80店舗達成）

大阪証券取引所と東京証券取引所の市場統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱスタンダード

に上場

株式会社オール・エフとの事業譲受契約により、「江戸前すし百萬石」幸町店等の事業を譲受

（※６）

千葉県松戸市に「すし銚子丸」松戸岩瀬店を開設（チェーン店舗数90店舗達成）

（注）１．玩具店及び持ち帰り寿司業態の「花すし」店舗につきましては、平成15年2月までに全て閉店し、現在は運営

しておりません。

２．「ABC」は低価格均一回転寿司業態の店舗であり、平成17年4月までに全て「すし銚子丸」に業態を変更してお

ります。

３．株式会社オールエスは、飲食店の経営を目的として昭和60年7月25日に設立され、当社が議決権の49.5％を所

有する会社でありましたが、寿司店の運営を当社に集中するため、店舗の営業を当社に譲渡したうえで清算さ

れております。

４．株式会社オール・エフは、飲食店の経営を目的として平成15年10月10日に設立され、当社役員の近親者が議決

権の過半数を所有する会社であります。当社は、回転寿司業態店舗の運営に専業特化するために、立ち寿司業

態で運営していた「すし銚子丸」幸町本店等の店舗を同社に譲渡いたしました。

５．オール実業株式会社は、寿司、中華料理の材料卸しを目的として昭和61年5月31日に設立された会社であり、

当社の役員およびその近親者が議決権の100％を所有する会社である有限会社オール・エムの傘下において、

当社と一体となって運営されておりましたが、経営機能を当社に集中するため、平成16年2月15日の同社株主

総会の決議により解散され、平成16年2月16日付にて当社が同社の営業の全部を譲り受けております。

６．他社との差別化を図るため、株式会社オール・エフの「立ち寿司」事業を取り込み、さらなる質とサービスの

向上ならびに、企業価値の向上を図ることを目的とし、事業譲受いたしました。
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３【事業の内容】

当社は、同業他社の低価格均一回転寿司店との差別化を図るために、より上質の商品とサービスを複数価格帯にて

提供するグルメ回転寿司業態として、「すし銚子丸」の店名にて直営店のみによる多店舗展開を行っております。

また、顧客の多様な寿司へのニーズに応えることで企業価値向上を図ることを目的として、江戸前寿司の味と技を

グルメ回転寿司事業に継承させた、立ち寿司業態の「江戸前すし百萬石」を運営しております。

なお、当社は寿司事業のみの単一セグメントとなっております。

 

 

４【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

 

５【従業員の状況】

（１）提出会社の状況

平成30年５月15日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

473（1,114） 41.0 7.0 4,422,277

（注）１．従業員数は就業人員であり、（　）外書表示は、臨時雇用者の年間の平均人員（１日８時間換算）でありま

す。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．当社は寿司事業のみの単一セグメントのため、セグメント毎の記載はしておりません。

 

（２）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

（１）会社の経営の基本方針

当社は事業を継続的に発展させていくために、経営理念であります「私達の『真心』を提供し、お客様の『感謝

と喜び』を頂くことを私達の使命と致します。」を全従業員に徹底し、この理念の実現に向け企業体質の一層の強

化と、商品のレベルアップ、お客様への「おもてなし」の充実を経営の基本方針とし取り組んでまいります。

（２）目標とする経営指標

当社は事業を継続的に発展させていくためには、安定した財務基盤を維持しつつ、売上高を着実に増加させ、適

正な利益の確保を図っていくことが、必要であると考えております。そのために、売上高経常利益率、自己資本比

率、ＲＯＥを重要な経営指標として位置付け、その向上に努めてまいります。

（３）経営環境と経営戦略

回転寿司業界においては、競合他社との差別化の流れの中で、グルメ回転寿司の業態と低価格均一回転寿司の業

態の二極化が今後も続くものと考えております。グルメ回転寿司及び立ち寿司業態に属する当社は、同業態の競合

他社との差別化を図るために、「より高価な食材を新鮮で食べ応え充分な状態で市場価格よりもずっと安く」を目

指し、産地の開拓、素材の吟味、商品開発など当社独自の商品力の向上に邁進し、さらに、立ち寿司により近い技

術の向上に取り組んでいくことを経営戦略としております。

（４）対処すべき課題

外食産業におきましては、消費者の根強い節約志向の継続、仕入価格の高騰傾向、労働需給の逼迫に伴う人件費

の上昇等、依然として厳しい状況が続くものと予測されます。

このような状況の下、既存事業のブラッシュアップによる企業体質の一層の強化と、業容拡大のための人財育成

を図るため、当社の対処すべき課題として以下の項目を中心に取り組んでまいります。

①　銚子丸スタンダードの向上

当社は、グルメ回転寿司のリーディングカンパニーとして事業を展開し、平成29年11月にはビジネス誌発表の

「外食チェーン全格付け」にて顧客総合満足率第１位を獲得しました。この評価に至った当社の競争優位性は

『鮮度やボリュームといった商品の満足度』と『銚子丸劇場を支えるホスピタリティあふれる劇団員（人財）』

にあります。引き続き競合他社との圧倒的な差別化を図るために、ＱＳＣスタンダードの再確認を行い、絶対的

な商品・サービスへのこだわりをもって、あらゆる面で『銚子丸スタンダード』をより一層向上させるよう努め

てまいります。

②　人財の確保と育成強化

採用氷河期といわれる中、従来にも増して中途・新卒採用の強化と定着率の向上に注力するとともに、当社の

強みである『銚子丸スタンダード』の継続的な向上を実現するための社内教育プログラムとして新たに『立志

塾』を開設し、これまで以上に高度かつ計画的な採用と人財育成を実践してまいります。

③　収益基盤の強化

人手不足の深刻化が新規出店の制約となり、仕入価格の高騰傾向や人件費の上昇傾向が止まない状況の下、従

来のビジネスモデルの高度化を進めることで収益力の強化に取り組んでまいります。

具体的には、平日等の売上・オペレーションの効率化・イメージアップ・顧客利便性を追求した計画的で効果

的な改装と、サービス及び労働生産性向上を目的とした機械化・省力化を推進し、限りある『人財』資源を最大

限に活用しつつ、『銚子丸スタンダード』の維持向上を可能にする店舗づくりに邁進してまいります。

また、売上原価・人件費及び店舗経費の標準化により店舗営業管理体制の強化を図るとともに、不採算店舗の

退店基準の再定義による計画的なスクラップ＆ビルドと、限られた人財の適正配置・有効活用で収益基盤の継続

的な強化を図ってまいります。

④　新市場開拓の推進

従来のロードサイド中心から、駅前・駅中、地下街等の繁華街立地も候補地選定基準に加えたドミナント戦略

の下、出店候補地を開拓してまいりました。

今後は「都市部コンパクト店」や「商業施設内テナント出店」に挑戦するとともに、外販及び出張回転寿司

サービスを展開し新市場の開拓を推進してまいります。

また、ＬＩＮＥ、グルメサイト、ＳＮＳといったＷＥＢ媒体を活用した販売促進・広告宣伝施策の充実によ

り、今までご利用のなかった顧客の集客に注力してまいります。

 

以上の取り組みにより、当社の既存事業のブラッシュアップと新市場の開拓を推進し、強固な経営基盤の確立と

企業価値の増大に努めてまいります。
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２【事業等のリスク】

以下において、当社の事業の状況および経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考え

られる主な事項およびその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社は、こ

れらのリスク発生の可能性を認識した上で、リスク発生の回避および発生した場合の対応に努める方針であります

が、当社の有価証券に関する投資判断は、本項および本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行

われる必要があると考えております。

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

（１）当社の事業に影響を与える外的要因について

①　外食業界の動向及び競合他社との競争について

当社の属する外食産業は、消費者の支出抑制意識継続により個人消費が低迷傾向にあるなかで、業界各社の競

争がより激しさを増しております。寿司業界においても、大手チェーン店の相次ぐ出店や異業種からの参入等に

よる競争が激化しております。

このような状況の中で当社は、経営理念に掲げる「私達の『真心』を提供し、お客様の『感謝と喜び』を頂く

ことを私達の使命と致します。」を徹底し、今後も競合他社との差別化に向けた諸施策を講じながら収益力の向

上に努めてまいる所存であります。しかしながら、今後、外食市場の縮小、他の外食事業者や中食事業者を含め

た競合他社との競争が更に激化した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　食材について

当社は寿司事業のみの単一事業を営んでいるため、水産物や米等、原材料となる食材に関して市場価格変動に

伴う当社仕入価格の変動や市場流通量の大幅な減少にともなう定番品目の欠品等が発生した場合、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。特に「まぐろ」については、全世界的に漁獲高が減少傾向にあり、市場価格が

継続的に上昇する事態も想定されるものと考えております。当社では「まぐろ」の仕入に関して、固定価格での

長期契約の締結や仕入経路の多様化等によって、仕入価格上昇や欠品が発生するリスクの低減を図る方針であり

ますが、こうした施策が必ずしも当社の期待どおりの効果を生む保証はありません。

また、近年、地球温暖化の影響と思われるアニサキスやその他の食中毒の発生が増加傾向にあり、当社は品質

管理について、今迄以上に徹底管理しておりますが、当社が取り扱う食材のうち、特にこれら水産物の安全性に

係る問題が発生した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　その他の外的要因について

当社は寿司事業のみの単一事業を営んでいるため、寿司に関する消費者の嗜好の変化が当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。

また天候の変動は、当社店舗への来店客数動向、ひいては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（２）出店について

①　出店戦略について

当社は、平成30年５月15日現在、千葉県内に36店舗、東京都内に35店舗、埼玉県内に15店舗、神奈川県内に５

店舗の計91店舗（「すし銚子丸」及び「江戸前すし百萬石」業態、すべて直営）を有しております。今後におき

ましても、これら１都３県の地域のロードサイドを中心に、ドミナント方式による出店を推進する方針でありま

す。

また、今後新たに都心への出店についても積極的に検討していく方針であります。

当社は、出店にあたって、出店候補地の周辺人口、近隣道路環境、敷地状況、競合店状況、および契約条件等

の諸条件を総合的に検討した上で、出店用地の選定を行っております。当社では、予め当社の希望する条件で絞

り込んだ出店候補地に対して、物件所有者との交渉を行っており、当該交渉期間は長期化する場合があります。

また、当社の出店条件に合致した物件がなく計画通りの出店ができない場合や、出店後において立地環境等に

多大な変化が生じた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　敷金・保証金等について

当社は、出店に際して、敷金・保証金等を差し入れた上で土地、建物を賃借しており、賃借物件の地主・家主

の経済的破綻等により敷金・保証金等の回収が不能となった場合や、当社の都合による賃貸借契約の中途解約に

より契約上の返済条件の規定から敷金・保証金等を放棄せざるを得なくなった場合等には、当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。
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（３）事業体制について

①　人財確保および育成について

当社は店舗数増加等による業容と組織の拡大において、これを担う人財の量的・質的な確保および育成が重要

な課題であると考えております。会社財産としての「人財」の定着・活性化と当社の理念を実現する戦力化を推

進するために、求人・採用のレベルアップ、当社独自の研修・教育システムの充実および成果主義型人事評価制

度の構築を推進しております。また、店舗での優秀なパート・アルバイトの安定的な採用及び教育も重要と考え

ております。しかしながら、当社が想定している以上の退職者があった場合や、新規出店を担う人財確保および

育成ができない場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　鮮魚の配送について

当社では、水産物卸売市場の休業日を除き、早朝に水産物卸売市場で仕入れた鮮魚を、当日中に店舗で加工し

て提供するために仕入および物流体制を構築しております。このような体制を具備していることが他社の回転寿

司店舗との差別化要因の一つであると考えており、今後こうした体制を維持継続できなくなった場合、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。また、これらの体制を維持するためには、水産物卸売市場から開店前に仕

入品を店舗に配送できることが前提となるため、出店用地の選定に制約が生じる場合があります。

 

（４）法的規制等について

①　法的規制について

当社の事業に関連する法的規制としては、「食品衛生法」「消防法」および「食品循環資源の再生利用等の促

進に関する法律」（いわゆる食品リサイクル法）等があります。このうち食品衛生法においては、飲食店を経営

するにあたり厚生労働省令が定めるところの都道府県知事の許可を受けなければならない旨が規定されていま

す。

今後、これらの法的規制が強化された場合、それに対応するための新たな費用の発生等により、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。

②　衛生管理について

当社では、衛生管理を最も重要な経営管理項目として位置づけており、環境整備部に衛生管理担当者を配置

し、各店舗の衛生評価・教育ならびに外部の専門業者との連携による食材・調理器具の検体採取や従業員の検便

検査等を定期的に実施しております。さらに、その実施結果に基づく各店舗に対する衛生管理指導を行うなど衛

生管理体制を整備しております。

当社は、今後とも一層の衛生面の管理を強化していく方針でありますが、外食産業の中でも生鮮食材を取り扱

う業態として食中毒事件等が発生した場合には、企業としての存続そのものに重大な影響を及ぼす可能性があり

ます。

また同業他社における食中毒事件等が発生した場合には、消費者による寿司業界全体に対する不安感を与えて

しまうことから、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）について

平成13年５月に施行された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（食品リサイクル法）により、

年間100トン以上の食品廃棄物を排出する外食事業者（食品関連事業者）は、食品廃棄物の発生量の抑制、減量

および再生利用を通じて平成25年度以降も引続き排出する食品廃棄物の再利用等の実施率を40％以上にすること

が義務づけられております。

当社におきましては、排出量の把握とその抑制策、再生利用策、および減量策等の具体的な対応策を実施して

おりますが、今後同法に関して追加的な対応が必要となった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

④　短時間労働者の雇用について

当社では従業員に占める短時間労働者の比率が高いため、今後、労働法令の改正等、あるいは厚生年金保険

等、パート・アルバイト社員の処遇に関連した法改正が行われた場合には、人件費負担が増加する可能性がある

ため、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（５）個人情報の管理について

当社は、顧客からのアンケート情報等を収集し、顧客満足度の把握およびサービス向上に努めております。個人

情報の管理に関しては万全を期しておりますが、何らかの理由で個人情報が漏洩した場合には、損害賠償請求の発

生や社会的信用の低下等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績等の状況の概要

①　財政状態及び経営成績の概要

当事業年度におけるわが国の経済は、政府や日銀の経済・金融政策を背景に企業収益や雇用・所得環境の改善が

続くなど、緩やかな回復基調で推移したものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動影響などにより、先行

き不透明な状況が続いております。

外食産業におきましては、依然として消費者の強い節約志向に加え、食材全般にわたる不足感から仕入価格の高

騰傾向が止まず、また、労働需給の逼迫に伴う労働単価の上昇及び人財確保が大きな課題になる等、厳しい経営環

境が続いております。

このような状況において、販売促進につきましては、「アイルランド産天然本まぐろ」や、「天然南まぐろ」な

ど、当社の主力商品である「まぐろ」にこだわった「高品質」かつ「お得感」のあるイベントメニューの充実と、

『初夏の旬』や『秋の幸を握る！』など時節の旬の食材にこだわった銚子丸らしい商品開発に努め、お客様の来店

動機高揚に努めてまいりました。

店舗開発については、大網白里店（平成30年３月）を新規に出店しました。一方で、限られた人的資源の有効活

用を図るために、四つ木店（平成29年５月）、上福岡店（平成29年６月）及びあざみ野店（平成30年１月）を閉店

しました。この結果、当事業年度末の店舗数は91店舗となっております。また、既存店強化のために、席数増加・

作業性・イメージアップを重視した改装を９店舗で実施し、特に下期は「高速レーン」の延長・導入に加えて、

「セルフオーダーシステム」「オートウェイターシステム」の新規導入を延べ41店舗で実施するなど、サービスと

労働生産性向上のための機械化・省力化の推進に注力しました。

売上につきましては、夏期の長期天候不順と冬期の度重なる降雪による客数減、店舗勤務者の人手不足による新

規出店の遅れ、及び平成29年11月より本格的に取り組みを開始した店舗勤務者の労務改善を目的とした一部店舗の

営業時間短縮や臨時休業日の設定など厳しい経営環境が続きました。一方で、下期はビジネス誌への掲載やテレビ

番組での紹介等があり、これを背景としたＷＥＢ媒体による販売促進強化等が奏功したことから、特に後半にかけ

て堅調に推移しました。この結果、当事業年度における売上高は187億89百万円（前期比3.8％減）となりました。

利益面については、売上高の減少に加え、食材全般の価格の高騰で売上原価率が上昇しました。一方で、社会保

険加入対象者の拡大に伴う法定福利費や、既存店強化を目的とした改装に係る修繕費等が増加する中、水道光熱費

（同△48百万円）をはじめとする経費削減に注力したものの、販売費及び一般管理費は前期比１億62百万円減（同

1.6％減）に留まりました。この結果、営業利益は５億80百万円（同37.1％減）、経常利益６億15百万円（同

35.8％減）となりました。また、業績不振店舗に係る減損損失１億50百万円を特別損失に計上したこと等によっ

て、当期純利益は３億５百万円（同33.1％減）となりました。

 （注） 金額に消費税等は含まれておりません。

 

 

②　キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ２億78百万円増加し54億２百万円

（5.4％増）となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。

（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果によって得られた資金は、５億14百万円（前期比40.8％減）となりました。これは、税引前当期

純利益４億71百万円、減価償却費２億47百万円による資金の獲得及び、法人税等の支払額３億49百万円による資金

の使用等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、２億10百万円（同11.7％減）となりました。これは主に、有形固定資産の取得

による支出１億96百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は26百万円（同86.8％減）となりました。これは主に、短期借入金の純増加額78百

万円、リース債務の返済額22百万円、配当金の支払額81百万円による資金の使用等によるものであります。
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③　生産、受注及び販売の実績

ａ.生産実績

当社は一般顧客（最終消費者）へ直接販売する飲食業を行っておりますので、生産実績は記載しておりません。

 

ｂ.受注実績

当社は一般顧客（最終消費者）へ直接販売する飲食業を行っておりますので、受注実績は記載しておりません。

 

ｃ.販売実績

　当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称
当事業年度

（自　平成29年5月16日
至　平成30年5月15日）

前年同期比（％）

寿司事業（千円） 18,789,187 96.2

　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 

（２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、

文中の将来に関する事項は、本報告書提出日現在において当社が判断したものであり、不確実性を内在しているた

め、実際の結果と異なる可能性があります。

 

①　重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成されておりま

す。また、この財務諸表の作成に当たりまして、将来事象の結果に依存するため確定できない金額について、仮定

の適切性、情報の適切性及び金額の妥当性に留意しながら会計上の見積りを行っておりますが、実際の結果は、見

積りと異なる場合があります。

 

②　当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

経営成績の分析については、「第２　事業の状況　３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況の分析　（１）　経営成績等の状況の概要」の項目をご参照下さい。

 

ａ.財政状態の分析

（資産）

当事業年度末における資産は90億40百万円（前期比0.7％増、66百万円増加）となりました。主な要因は次のと

おりであります。

流動資産は64億36百万円（同3.3％増、２億３百万円増加）となりました。主な要因は、現金及び預金の増加２

億78百万円であります。

固定資産は26億３百万円（同5.0％減、１億37百万円減少）となりました。これは主に、有形固定資産の減少１

億４百万円によるものであります。

（負債）

当事業年度末における負債は28億37百万円（同5.3％減、１億57百万円減少）となりました。主な要因は次のと

おりであります。

流動負債は24億26百万円（同7.0％減、１億83百万円減少）となりました。主な要因は、未払法人税等の減少１

億77百万円であります。

固定負債は４億11百万円（同6.7％増、25百万円増加）となりました。これは主に、リース債務の増加によるも

のであります。

（純資産）

当事業年度末における純資産は62億２百万円（同3.7％増、２億23百万円増加）となりました。主な要因は、繰

越利益剰余金の増加２億24百万円であります。

 

ｂ.経営成績の分析について

当事業年度は１店舗の新規出店と３店舗の閉店を行い、これにより期末時点の店舗数は91店舗となりました。

売上高につきましては、前事業年度と比較して７億51百万円減の187億89百万円(前期比3.8％減）となりまし

た。これは主に新規出店による増収が既存店売上の減少を十分にカバーできなかったことによるものであります。

売上原価は前事業年度と比較して２億45百万円減の78億87百万円（前期比3.0％減）で、原価率は42.0％と前事

業年度（41.6％）比0.4％増となりました。これは主要食材を含む仕入コストが上昇する中での仕入コストの圧縮

や、イベントメニュー等で適正な価格設定に努めた結果であります。
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販売費及び一般管理費は前事業年度と比較して１億62百万円減の103億21百万円（前期比1.6％減）となりまし

た。これはWeb媒体の活用による紙媒体の広告宣伝費の圧縮や、水道光熱費等の削減によるものです。

以上により営業利益は前事業年度と比較して３億43百万円減の５億80百万円（前期比37.1％減）、営業利益率は

3.1％(前事業年度は4.7％）となりました。

経常利益は前事業年度と比較して３億42百万円減の６億15百万円（前期比35.8％減）、経常利益率は3.3％（前

事業年度は4.9％）となりました。

一方で当期純利益につきましては、不採算店舗の減損損失１億50百万円（前期比12百万円減）を計上した結果、

前事業年度と比較して１億51百万円減の３億５百万円（前期比33.1％減）、当期純利益率は1.6％（前事業年度は

2.3％）となりました。

 

（３）経営成績に重要な影響を与える要因について

経営成績に重要な影響を与える要因については、「第２　事業の状況　２　[事業等のリスク]」をご参照くださ

い。

 

（４）資本の財源及び資金の流動性

①　キャッシュ・フローの状況について

当事業年度におけるキャッシュ・フローの概況については、「第２　事業の状況　３　[経営者による財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析]　（１）経営成績等の状況の概要　②キャッシュ・フローの

状況」をご参照ください。

②　資金調達及び流動性

当事業年度は新規出店及び店舗改装の設備資金は、原則として自己資金で賄っており借入金による資金調達は

行っておりません。運転資金としては納税資金を金融機関からの借入金で調達をしております。当事業年度末の

リース債務を含む有利子負債残高は２億４百万円（前事業年度末残高は93百万円）となっております。

当社は、将来の営業活動並びに債務の返済等に備えるため、資金の流動性の確保に努めております。

 

（５）経営者の問題認識と今後の方針について

「第２　事業の状況　１　[経営方針、経営環境及び対処すべき課題等]」に記載しております。

 

４【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

５【研究開発活動】

　特記事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当事業年度におきましては、寿司事業セグメントにおいて１店舗の新規出店を行いました。その内装設備等として

総額46百万円の設備投資を実施いたしました。

 

２【主要な設備の状況】

　当社は平成30年５月15日現在、千葉地区に36店舗、東京地区に35店舗、埼玉地区に15店舗、神奈川地区に５店舗を

運営しております。

　平成30年５月15日現在における各事業所の設備、投下資本ならびに従業員の配置状況は、次のとおりであります。

 

（１）事業所別設備の状況

区分

 
セグメント 店舗数

(店)

土地
建物

（千円）
構築物
（千円）

工具、器具
及び備品
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

従業員数
(人)

の名称
所有面積
（㎡）

帳簿価額
（千円）

借用面積
（㎡）

店舗            

千葉県 寿司事業 36 － － 33,327.38 255,481 28,789 104,342 22,570 411,183
176

(437)

東京都 寿司事業 35 － － 24,442.94 228,380 13,495 100,708 16,240 358,824
145

(461)

埼玉県 寿司事業 15 － － 17,350.56 103,282 8,109 28,700 8,673 148,765
65

(155)

神奈川県 寿司事業 5 － － 5,414.47 67,680 3,367 22,914 3,701 97,663
20

(60)

　小計  91 － － 80,535.35 654,824 53,761 256,666 51,185 1,016,437
406

(1,113)

本社            

千葉県 － － 1,147.00 71,907 － 143,842 － 2,399 5,598 223,748
67

(1)

（注）１．現在休止中の主要な設備はありません。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．「その他」は車両運搬具及びリース資産であります。

４．従業員数の（　）は、臨時雇用者の年間の平均人員（１日８時間換算）を外書しております。

５．土地及び建物の一部を賃借しております。年間賃借料は1,514,433千円であります。

 

EDINET提出書類

株式会社　銚子丸(E03507)

有価証券報告書

11/68



（２）店舗の設備状況

　　　　　平成30年５月15日現在における店舗（91店）の設備状況は次のとおりであります。

所在地 店舗名 開店年月 客席数（席）

千葉県

　（36店舗）

すし銚子丸浦安店

すし銚子丸横芝店

すし銚子丸薬円台店

すし銚子丸八街店

すし銚子丸市川店

すし銚子丸宮野木店

すし銚子丸高洲店

すし銚子丸東寺山店

すし銚子丸桜木店

すし銚子丸西船橋店

すし銚子丸大和田店

すし銚子丸柏店

すし銚子丸八千代店

すし銚子丸北習志野店

すし銚子丸蘇我店

すし銚子丸千葉駅前店

すし銚子丸八柱店

すし銚子丸鎌ヶ谷店

すし銚子丸船橋店

すし銚子丸成田店

すし銚子丸志津店

すし銚子丸新松戸店

すし銚子丸南柏店

すし銚子丸行徳店

すし銚子丸東金店

すし銚子丸佐倉店

すし銚子丸市原店

すし銚子丸茂原店

すし銚子丸木更津店

すし銚子丸南船橋店

すし銚子丸富里店

すし銚子丸酒々井プレミアム・アウトレット店

すし銚子丸千葉ニュータウン店

江戸前すし百萬石幸町店

すし銚子丸松戸岩瀬店

すし銚子丸大網白里店

昭和62年 4月

平成 6年11月

平成 8年 5月

平成 9年10月

平成10年10月

平成10年12月

平成11年 2月

平成11年 7月

平成11年12月

平成12年 4月

平成13年 7月

平成13年11月

平成14年 1月

平成14年 3月

平成14年 5月

平成14年 6月

平成15年 2月

平成16年 2月

平成17年 6月

平成17年 7月

平成17年10月

平成19年 5月

平成20年 3月

平成20年 5月

平成21年 4月

平成21年11月

平成22年 4月

平成22年 5月

平成23年 1月

平成23年 8月

平成23年 9月

平成25年 4月

平成25年10月

平成26年12月

平成27年 8月

平成30年 3月

74

50

56

60

63

66

92

82

68

73

77

86

84

92

62

85

78

75

81

78

76

68

79

62

69

76

78

78

72

78

70

60

78

153

66

86

東京都

（35店舗）

すし銚子丸みずえ店

すし銚子丸南小岩店

すし銚子丸東葛西店

すし銚子丸竹の塚店

すし銚子丸立石店

すし銚子丸赤羽店

すし銚子丸西新井店

すし銚子丸宇喜田店

すし銚子丸保木間店

すし銚子丸光が丘店

すし銚子丸豊玉南店

すし銚子丸高島平店

すし銚子丸大泉インター店

すし銚子丸亀戸店

すし銚子丸綾瀬店

すし銚子丸板橋東新町店

すし銚子丸南大泉店

平成13年10月

平成13年12月

平成14年 2月

平成14年 7月

平成14年 9月

平成14年10月

 平成15年12月

平成16年 1月

平成16年 6月

平成16年 8月

平成16年 9月

平成16年10月

平成16年12月

平成17年 3月

平成17年 4月

平成17年 4月

平成17年 9月

71

79

74

79

78

77

76

78

79

78

78

81

77

78

76

78

79
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所在地 店舗名 開店年月 客席数（席）

東京都

（35店舗）

 

すし銚子丸花小金井店

すし銚子丸三鷹店

すし銚子丸町田店

すし銚子丸多摩ニュータウン店

すし銚子丸立川店

すし銚子丸八王子店

すし銚子丸大井店

すし銚子丸調布店

すし銚子丸経堂店

すし銚子丸日野店

すし銚子丸武蔵小金井店

江戸前すし百萬石新小岩店

すし銚子丸三鷹新川

すし銚子丸杉並宮前店

すし銚子丸東大和店

すし銚子丸南千住店

すし銚子丸木場店

すし銚子丸狛江店

平成18年 7月

平成20年 5月

平成20年 6月

平成20年 8月

平成20年 9月

平成22年 7月

平成22年12月

平成23年 4月

平成23年12月

平成26年１月

平成26年 7月

平成26年11月

平成27年 4月

平成27年 6月

平成28年 3月

平成28年 4月

平成28年 9月

平成28年11月

78

71

77

70

74

76

81

72

78

78

78

154

76

77

76

77

78

72

埼玉県

（15店舗）

すし銚子丸南越谷店

すし銚子丸川口新郷店

すし銚子丸ひばりが丘店

すし銚子丸浦和木崎店

すし銚子丸東大宮店

すし銚子丸北浦和店

すし銚子丸春日部店

すし銚子丸浦和美園店

すし銚子丸草加店

すし銚子丸南浦和店

すし銚子丸上尾店

すし銚子丸川口店

すし銚子丸所沢店

すし銚子丸川越店

すし銚子丸見沼店

平成17年 3月

平成17年 5月

平成18年 1月

平成18年 3月

平成18年 9月

平成18年10月

平成19年 5月

平成19年 7月

平成19年11月

平成20年 7月

平成21年 7月

平成21年11月

平成21年12月

平成24年 2月

平成29年 3月

78

76

75

75

67

70

75

77

81

79

75

75

76

78

74

神奈川県

（５店舗）

すし銚子丸宮前平店

すし銚子丸横浜都筑店

すし銚子丸日吉店

すし銚子丸川崎中原店

すし銚子丸武蔵小杉店

平成20年 7月

平成20年 9月

平成20年10月

平成25年12月

平成27年 7月

75

74

80

78

58
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３【設備の新設、除却等の計画】

　当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して計画を策定しております。

　なお、平成30日年５月15日現在における重要な設備の新設、改修、除却の計画は次のとおりであります。

 

（１）重要な設備の新設

平成31年５月期においては、出店場所を検討中であり、具体的に出店が決定している物件はありません。

なお、出店する場合の投資金額は場所等の条件に応じて50百万円から１億円程度（敷金及び保証金を含む）が見

込まれます。

また、投資予定金額は自己資金の充当を予定しております。

 

（２）重要な改修

重要な設備の改修に該当する計画はありません。

 

（３）重要な除却

重要な設備の除却に該当する計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 10,800,000

計 10,800,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）

（平成30年５月15日）
提出日現在発行数（株）
（平成30年８月３日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 2,903,600 2,903,600

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 2,903,600 2,903,600 ― ―
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の使用人に対するストックオプションとしての新株

予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成30年８月２日開催の定時株主総会において決議さ

れたものであります。

決議年月日 平成30年８月２日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の使用人（注）１

新株予約権の数（個） 2,500を上限とする。

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）
普通株式　25,000を上限とする。

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２

新株予約権の行使期間 割当日後２年を経過した日から３年間

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）
（注）１

新株予約権の行使の条件
新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使す

ることができない。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の

決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
（注）３

（注）１．詳細につきましては提出日以降に開催される当社取締役会で決議いたします。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とす

る。

行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の平均値（1円未満の端数は切り上げる。）又は

割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれか高い金額とする。

ただし、行使価額は下記に定める調整に服する。

(１)割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算

式（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを

切り上げる。

①　当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割又は株式併合の比率

②　当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元

未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若し

くは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）の行使による場合を除く。）

調整後行使価額 ＝
調 整 前

行使価額
×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時　価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

 

ⅰ　行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(２)に定める「調整後行使価額を適用する日」（以下、

「適用日」という。）に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下、同じ。）の平均値（終値のない日を除く。）とす

る。なお、「平均値」は、円位未満小数第２位を四捨五入して小数第１位まで算出する。
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ⅱ　行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日

の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株

式数を控除した数とする。

ⅲ　自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株

式数」に読み替える。

(２)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。

①　上記(１)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌

日（基準日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを

適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認

されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のため

の基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡

及してこれを適用する。

なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日

までに新株予約権を行使した（かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の

数を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者

（以下、「新株予約権者」という。）に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、

調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

新規発行株式数 ＝
（ 調整前行使価額 － 調整後行使価額 ） × 分割前行使株式数

調整後行使価額

②　上記(１)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日（払込期間が設け

られたときは、当該払込期間の最終日）の翌日以降（基準日がある場合は当該基準日の翌日以降）、これ

を適用する。

(３)上記(１)①及び②に定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会

社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、かかる割当て又は

配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

(４)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告

する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに

通知又は公告する。

３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合には、組織再編行為の効力発生日

（吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収

分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換に

つき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、

同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権

者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、

「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再

編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株

式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(１)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(２)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(３)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。

EDINET提出書類

株式会社　銚子丸(E03507)

有価証券報告書

17/68



(４)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、

上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、

上記(３)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額

とする。

(５)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使す

ることができる期間の満了日までとする。

(６)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

残存新株予約権について定められた事項に準じて決定する。

(７)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(８)新株予約権の取得条項

下記（注）４.に準じて決定する。

(９)その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

４．以下の(１)、(２)、(３)、(４)又は(５)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予

約権を取得することができる。

(１)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(２)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(３)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(４)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

(５)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年11月16日

(注)
2,758,420 2,903,600 － 315,950 － 236,829

（注）平成21年10月27日開催の取締役会決議により、平成21年11月16日付で普通株式１株につき20株の割合をもって株

式分割いたしました。
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（５）【所有者別状況】

平成30年５月15日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満

株式の状況

（株）
政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品

取引業者
その他の法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― 2 12 37 36 ― 5,857 5,944 ―

所有株式数

（単元）
― 21 103 7,910 585 ― 20,411 29,030 600

所有株式数の

割合（％）
― 0.07 0.35 27.25 2.02 ― 70.31 100.00 ―

（注）自己株式株は175,480株は「個人その他」に1,754単元及び「単元未満株式の状況」に80株を含めて記載しており

ます。

 

（６）【大株主の状況】

  平成30年５月15日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

有限会社オール・エム 千葉県東金市南上宿19-５ 784,000 28.74

堀地　かなえ 千葉市稲毛区 459,720 16.85

堀地　ヒロ子 千葉市美浜区 384,880 14.11

堀地　元 千葉県美浜区 48,000 1.76

銚子丸社員持株会 千葉市美浜区浜田二丁目39番地 30,100 1.10

JPLLC CLIENT SAFEKEEPING ACCOUNT

（常任代理人　シティバンク、

エヌ・エイ東京支店）

FOUR CHASE METROTECH CENTER

BROOKLYN，NY 11245

（東京都新宿区新宿

六丁目27-30）

10,000 0.37

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

505019

（常任代理人　株式会社みずほ銀行

決済営業部）

AIB INTERNATIONAL CENTREP．

O．BOX 518 IFSC DUBLIN，

IRELAND

（東京都港区港南二丁目15-

１　品川インターシティＡ棟）

3,900 0.14

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

505103

（常任代理人　株式会社みずほ銀行

決済営業部）

P．O．BOX 351 BOSTON

MASSACHUSETTS 02101 U．S．

A．

（東京都港区港南二丁目15-

１　品川インターシティＡ棟）

3,600 0.13

NORTHERN TRUST CO．（AVFC） RE

COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS

LIMITED

（常任代理人　香港上海銀行東京支店）

50 BANK STREET CANARY WHARF

LONDON E14 5NT，UK

（東京都中央区日本橋

三丁目11-１）

3,200 0.12

BBH FOR SEI INST INV TR-SEI GL MG

VOLATILITY FD/ACADIAN ASSET MGT LLC

（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行）

1 FREEDOM VALLEY DRIVE OAKS

PENNSYLVANIA 19456

（東京都千代田区丸の内

二丁目７-１　決済事業部）

2,900 0.11

計 ― 1,730,300 63.42
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年５月15日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 175,400 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,727,600 27,276 ―

単元未満株式 普通株式 600 ― ―

発行済株式総数 2,903,600 ― ―

総株主の議決権 ― 27,276 ―

 

②【自己株式等】

平成30年５月15日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合（％）

株式会社　銚子丸
千葉市美浜区浜田

二丁目39番地
175,400 ― 175,400 6.04

計 ― 175,400 ― 175,400 6.04

 

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　　 該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 64 286,400

当期間における取得自己株式 － －

（注）当期間における取得自己株式には、平成30年７月16日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。
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（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
― ― ― ―

その他

（－）
― ― ― ―

保有自己株式数 175,480 ― 175,480 ―

（注）当期間における保有自己株式数には、平成30年７月16日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式は含まれておりません。
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３【配当政策】

　当社は、期末配当のみ年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

　剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会であります。

　当社の利益配分に関する方針は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定し

た配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

　なお、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に臨機に対応すべく、市場ニーズに応える出

店戦略の展開ならびに商品・店舗設備の更なる充実を図るための有効投資に充当することとし、今迄以上にブランド

とコスト競争力の向上に務めてまいる所存であります。

　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、当期は１株当たり30円の期末配当を実施することを決定し

ました。この結果、当事業年度の配当性向は26.8％となりました。

　なお当社は、毎年11月15日を基準日として取締役会の決議をもって中間配当を行うことができる旨を定款に定めて

おります。

 

　当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円）

平成30年８月２日

定時株主総会決議
81,843 30.00

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期

決算年月 平成26年５月 平成27年５月 平成28年５月 平成29年５月 平成30年５月

最高（円） 3,500 4,420 4,360 4,500 5,720

最低（円） 2,630 3,060 3,690 4,000 4,320

（注）最高・最低株価は、平成25年７月16日より東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであり、

それ以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成29年12月 平成30年１月 ２月 ３月 ４月 ５月

最高（円） 5,000 5,000 4,990 5,070 5,400 5,720

最低（円） 4,750 4,880 4,900 4,945 5,020 5,340

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
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５【役員の状況】

男性６名　女性２名　（役員のうち女性の比率25.0％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役社長

（代表取締役）
 石田　　満 昭和31年１月20日生

 
昭和53年４月 亀有信用金庫入庫

平成７年12月 株式会社シチエ（現株式会社ウェ

アハウス）入社

平成10年10月 オーケー株式会社入社

平成15年６月 同社取締役店舗運営本部長

平成18年５月 同社取締役管理本部長

平成22年８月 株式会社ウェアハウス入社

平成23年６月 同社代表取締役

平成26年１月 当社入社

平成26年２月 当社執行役員経営企画部長

平成26年８月 当社代表取締役社長（現任）

 

(注)５ 1,000

取締役会長  堀地ヒロ子 昭和22年９月21日生

 
昭和52年11月 当社設立　専務取締役

平成元年３月 有限会社オール・エム設立

取締役（現任）

平成17年２月 当社専務取締役衛生管理部長

平成22年８月 当社代表取締役会長

平成26年８月 当社取締役会長（現任）

 

(注)５ 384,880

常務取締役  堀地　　元 昭和43年12月21日生

 
平成４年４月 当社入社

平成12年１月 当社事業部長

平成16年１月 当社常務取締役（現任）

 

(注)５ 48,000

取締役 管理部長 仁科　善生 昭和33年８月８日生

 
昭和56年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三

菱ＵＦＪ銀行）入行

平成17年７月 株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社

三菱ＵＦＪ銀行）練馬支店長

平成18年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）

練馬駅前支店長

平成18年２月 同行赤坂支店長

平成19年９月 同行リテールコンプライアンス部

上席調査役

平成23年６月

 
平成24年４月

平成24年６月

平成29年６月

平成29年11月

平成30年８月

日本コンセプト株式会社出向

管理部企画管理担当部長

同社管理部長

同社に転籍　取締役管理部長

当社入社　管理部長

当社執行役員管理部長

当社取締役管理部長（現任）
 

(注)５ ―

取締役

（監査等委員）
 山口　忠則 昭和23年１月３日生

 
昭和45年４月 千葉県庁入庁

平成14年４月

平成16年４月

同庁総合企画部理事

健康福祉部部長

平成19年３月 千葉県庁退職

平成19年４月 株式会社幕張メッセ入社

特別参与

平成19年６月 同社代表取締役専務

平成23年６月

 
平成25年５月

平成26年８月

平成30年８月

一般社団法人千葉経済協議会入社

専務理事

同社団法人退社

当社社外監査役

当社社外取締役（監査等委員）

（現任）
 

(注)６ ―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役

（監査等委員）
 中嶋　克久 昭和36年７月29日生

 
 昭和60年10月 青山監査法人入所

平成16年８月 公認会計士中嶋克久事務所設立

所長（現任）

平成16年８月 当社社外監査役

平成18年１月 株式会社プルータス（現株式会社

プルータス・コンサルティング）

取締役

平成20年７月 株式会社プルータス・コンサル

ティング代表取締役

平成29年６月 日本瓦斯株式会社社外監査役

（現任）

平成30年２月

 
平成30年８月

株式会社М＆Ａコンソーシアム

設立　代表取締役（現任）

当社社外取締役（監査等委員）

（現任）
 

(注)６ 400

取締役

（監査等委員）
 守屋　達雄 昭和27年１月27日生

 
平成元年１月 青山監査法人入所　人事総務部長

平成10年２月 山田＆パートナーズ会計事務所

入所

平成13年６月 株式会社プロジェスト入社

平成13年８月

平成18年６月

 
平成18年８月

平成18年９月

 
平成20年10月

平成30年８月

同社取締役

株式会社ラムラ社外取締役

（現任）

当社社外監査役

社会保険労務士法人プロジェスト

設立　代表社員（現任）

株式会社プロジェスト常務取締役

当社社外取締役（監査等委員）

（現任）
 

(注)６ ―

取締役

（監査等委員）
 大島有紀子 昭和27年10月31日生

 
昭和59年４月 千葉県弁護士会登録

平成元年４月 大島有紀子法律事務所開業

所長（現任）

平成６年６月 法務省人権擁護委員（現任）

平成26年８月 当社社外取締役

平成26年９月

平成30年８月

大網白里市代表監査委員（現任）

当社社外取締役（監査等委員）

（現任）
 

(注)６ ―

計 434,280

（注）１．平成30年８月２日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって

監査等委員会設置会社に移行しております。

２．常務取締役堀地元は、取締役会長堀地ヒロ子の長女の配偶者であります。

３．山口忠則、中嶋克久、守屋達雄及び大島有紀子は、社外取締役です。

４．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長：山口忠則　委員：中嶋克久　委員：守屋達雄　委員：大島有紀子

５．平成30年８月２日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

６．平成30年８月２日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

EDINET提出書類

株式会社　銚子丸(E03507)

有価証券報告書

24/68



６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

・コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスには、グローバル・スタンダード（国際標準）の潮流のなか、国際的なルールの下

で、透明性、公平性、スピードが強く要求されております。当社は、業容の拡大とともに株主尊重の方針を掲

げ、株主の期待に応えるべく、健全かつ透明性が高く、経営環境の激しい変化に迅速かつ的確に対応できる経営

体制を確立することが、企業の意思決定の最高機関である株主総会から経営を付託されている企業経営者の重要

な課題であると認識しており、これをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。

 

①　企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要

当社は平成30年８月２日開催の第41回定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付を

もって監査等委員会設置会社に移行しております。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会の設置を

通じて取締役会の監督機能を強化することにより、コーポレート・ガバナンスの向上及び意思決定の迅速化を

図るものであります。

当社の企業統治の体制については、取締役会を中心に、監査等委員会、内部監査室、会計監査人等の連携に

より構成されております。

当社の取締役会は、提出日現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名、監査等委員である取締

役４名（うち社外取締役４名）で構成されております。取締役会は原則として月１回の定例取締役会が開催さ

れ、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営に関する重要事項の報告及び決議を行っております。

当社の監査等委員会は、提出日現在、監査等委員である社外取締役４名（うち常勤の監査等委員である取締

役１名）の監査等委員で構成されております。監査等委員である取締役は、取締役会に出席するほか、重要な

会議に出席して意見を述べるとともに、内部監査室と連携し、必要に応じ指示を行い、リスク管理体制の構

築・運用状況の監査を行っております。さらに、監査等委員会を定期的に開催し、監査等委員である取締役間

での情報・意見交換を行い経営監視機能の向上を図っております。

 

ロ．企業統治の体制を採用する理由

監査等委員会設置会社は、取締役会の活性化及び迅速な意思決定による効率的な経営システムの実現と、監

査等委員である取締役による客観的・中立的監視のもとで経営の透明性と適法性の十分な確保を可能とする企

業統治の体制であるものと判断しております。

 

ハ．その他の企業統治に関する事項

・内部統制システムの整備の状況

当社は、業務の適正を確保するための体制を構築するため、内部統制の基本方針を定めております。取締役

社長は、内部統制の整備に関する最高責任を負い、本基本方針に基づく必要な社内規程等の整備、運用を徹底

するとともに、基本方針及び社内規程等を状況変化に応じて適宜見直すことにより、内部統制の実効性の維持

向上を図っております。

当社の内部統制の基本方針は、以下のとおりであります。

ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ　取締役会は、法令・定款・株主総会決議・取締役会規程及び、「経営理念」等に定めた経営の基本的方向

性や、行動の規範に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督するものとす

る。

ⅱ　取締役及び使用人は、取締役会が決定した役割と職務範囲において法令・定款・取締役会決議及び「組織

規程」その他社内規程に従い、当社の職務を執行するものとする。

ⅲ　コンプライアンス体制の基礎として、取締役社長を委員長として「コンプライアンス委員会」を設置し、

「コンプライアンス管理規程」の徹底によりコンプライアンス体制の整備、維持、向上を図るものとする。

ⅳ　取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、直ちに「コ

ンプライアンス委員会」に報告するとともに、遅滞なく監査等委員会及び取締役会に報告するものとする。

ⅴ　法令違反その他コンプライアンスに関する事項についての通報体制として「コンプライアンス委員会」及

び内部通報システムを整備し、内部通報制度（ホットライン）に基づきその運用を行うこととする。

ⅵ　取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査室は「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令・

定款及び社内規程の遵守状況や業務遂行の手続き及び内容の妥当性等について定期的に内部監査を実施し、

取締役社長及び監査等委員会にその結果を報告するものとする。また、判明した指摘・提案事項の改善状況

については適時フォローアップ監査を実施するものとする。
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ⅶ　監査等委員会は、必要があると認めたときは、内部監査室に対して調査を求め、またはその職務の執行に

ついて具体的に指示するものとする。また、監査等委員会は、コンプライアンス体制及び内部通報システム

の運用に問題あると認める場合には、意見を述べるとともに改善策の策定を求めることができるものとす

る。

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ⅰ　取締役の職務執行に係る情報については、株主総会議事録・取締役会議事録等法定文書のほか重要情報の

記載ある文書等（電磁的記録を含む）を「文書管理規程」、「情報システム管理規程」の定めるところに従

い、適切かつ確実に保存・管理するものとする。

ⅱ　上記ⅰの文書等は、取締役が常時、閲覧できるものとする。

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ　リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、「危機管理規程」の徹底を図るとともに、必要なリス

ク管理体制の整備・強化を実施するものとする。

ⅱ　地震・洪水・火災等の災害リスク、当社取り扱い商品に対するクレームリスク及び当社に関する風評リス

ク等については「危機管理規程」に則りリスクの発生に備えるものとし、また、情報漏洩リスクについては

「情報システム管理規程」及び「個人情報保護規程」の定めるところに従い管理するものとする。

ⅲ　経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生した場合には、損害の拡大を防止しこれを最小限に止めるた

め、「危機管理委員会」を直ちに招集し、顧問弁護士等を含む外部アドバイザーの協力を求め、迅速な対応

を行うものとする。

ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ　職務執行の決定を適切かつ機動的に行うため、定例の取締役会を毎月１回開催する他、必要に応じ適宜臨

時に開催するものとし、全般的経営方針・経営計画その他職務執行に関する重要事項を協議・決定するもの

とする。

ⅱ　取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、業務執行取締役及び部室長等が出席する経営会

議を原則毎月1回以上開催し、職務執行に関する基本的事項や経営課題について討議し、取締役社長及び取

締役会の意思決定に資するものとする。

ⅲ　取締役会の決定に基づく職務執行については「組織規程」「稟議規程」において各役職者の権限及び責任

と執行手続きの詳細を定め明確化を図ることとする。

ｅ．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査等委員会は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、同じ）及び使用人から監査等委

員会補助者の任命を求めることができるものとする。

ｆ．前項の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

監査等委員会補助者の独立性を確保するため、当該補助者の人事異動及び評価については監査等委員会の

意見を尊重するものとする。

ｇ．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会補助者は、監査等委員会に係る業務については監査等委員会の指示のみに従い、監査等委員

以外の取締役の指揮・命令を受けないものとし、これにより監査等委員会の指示の実効性を確保する。

ｈ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の

監査等委員会への報告に関する体制

ⅰ　取締役及び使用人は、経営に著しい損害を及ぼす恐れのある事実等の重要事項について、適時適切に監査

等委員会に報告するものとする。

ⅱ　監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため取締役会その他の

重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、稟議書その他業務執行に関する重要な文

書を閲覧できるものとする。

ｉ．前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査等委員会に前項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを

禁止し、その旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底する。

ｊ．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払ま

たは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等

委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
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ｋ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⅰ　監査等委員会は、代表取締役、取締役及び会計監査人と各々、必要に応じ意見交換会を開催できるものと

する。

ⅱ　内部監査室は、監査等委員会との間で定期的に会合を持ち、内部監査結果について協議及び意見交換をす

る等、密接な情報交換及び連携を図るものとする。

ⅲ　監査等委員会は、監査の実施にあたり必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助

言を受けることができるものとする。

ｌ．反社会的勢力排除に向けた体制

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を持たず、反社会的勢力からの

不当要求、妨害行為に対しては、警察や弁護士等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で組織的に対応

することを基本方針とする。

ｍ．財務報告の信頼性を確保するための体制

当社の財務報告に係る透明性・信頼性の確保及び内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告

に係る内部統制の整備、運用、評価及び継続的な見直しを行うこととする。

 

なお、業務執行・経営の監視の仕組み及び内部統制システムの整備状況の模式図は、次のとおりであります。

 

・リスク管理体制の整備の状況

ａ．リスク管理体制

上記「内部統制システムの整備の状況」の「内部統制の基本方針　ｃ．損失の危険の管理に関する規程そ

の他の体制」に記載のとおりであります。

ｂ．コンプライアンス体制

上記「内部統制システムの整備の状況」の「内部統制の基本方針　ａ．取締役及び使用人の職務の執行が

法令及び定款に適合することを確保するための体制」に記載のとおりであります。

 

ニ．責任限定契約の概要

当社は、社外取締役山口忠則、中嶋克久、守屋達雄及び大島有紀子の各氏との間において、会社法第427条

第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に

基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、責任限定契約の適用は社外取

締役が責任の原因となった職務について、善意かつ重大な過失のないときに限られます。
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②　内部監査及び監査等委員会監査の状況

ａ．内部監査

当社は取締役社長直轄の内部監査部門として内部監査室（２名）を設置しており、内部監査計画に基づいて

内部監査を実施しております。監査結果は速やかに取締役社長へ報告され、不備事項については取締役社長承

認の下、関係部署に説明・指導を徹底することで不備事項の改善に役立てております。

これらの内部監査に係る状況につきましては、監査等委員会に報告し情報の共有を図っております。

ｂ．監査等委員会監査

監査等委員会は、監査等委員である取締役４名（うち常勤の監査等委員である取締役１名）により構成され

ております。このうち社外取締役である中嶋克久氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。また社外取締役である守屋達雄氏は社会保険労務士の資格を有し、労務に関す

る相当程度の知見を有しております。社外取締役である大島有紀子氏は弁護士の資格を有し、法務に関する相

当程度の知見を有しております。

各監査等委員である取締役は、取締役会その他の重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるとともに、

内部監査室と相互に連携し、必要に応じて指示を行い、監査法人の会計監査の立会をはじめ、決裁書類等の閲

覧、店舗の定期調査等を通じ、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行の監査を行っておりま

す。

また、内部監査室と監査等委員会、監査法人とは意見交換会を必要に応じて開催し、相互の情報交換、意見

交換を行う等、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

 

③　会計監査の状況

当社の会計監査人はＥＹ新日本有限責任監査法人であります。

当事業年度につきましては、ＥＹ新日本有限責任監査法人により会社法ならびに金融商品取引法に基づく会計

監査を受けており、その監査の過程において内部統制の整備についてのアドバイスを受けております。

当事業年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係わる補助者の構成については、下記

のとおりであります。

・監査業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員　業務執行社員　：　稲垣　正人、大録　宏行

（注）継続監査年数については７年以内であるため記載を省略しております。

・監査業務に係わる補助者の構成

公認会計士　３名　　その他　８名

（注）その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。
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④　社外取締役

当社の社外取締役は４名で、いずれも監査等委員である取締役であります。

当社は、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。

社外取締役の独立性に関する基準

 

株式会社銚子丸（以下「当社」という）は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保

するために、社外取締役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えます。

当社は、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役（その候補者も含む。以下

同じ。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなしま

す。

 

①　当社を主要な取引先とする者

②　当社を主要な取引先とする会社の取締役等

③　当社の主要な取引先である者

④　当社の主要な取引先である会社の取締役等

⑤　当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計

士、税理士またはコンサルタント等

⑥　当社から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人ま

たはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

⑦　当社の10％以上の議決権を保有する会社の取締役等

⑧　当社が10％以上の議決権を保有する会社の取締役等

⑨　当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者

⑩　当社から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者で

ある者

⑪　当社の業務執行取締役、常勤監査等委員（常勤監査等委員を選定している場合に限る）が他の会社の社

外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の取締役等

⑫　上記①～⑪に直近事業年度において該当していた者

⑬　当社の取締役等の配偶者または二親等以内の親族

(注）１．本独立性基準①及び②において、「当社を主要な取引先とする者（または会社）」とは、「直近

事業年度におけるその者（または会社）の年間連結売上高の2％以上の支払いを当社から受けた者

（または会社）」をいう。

２．本独立性基準②、④、⑦、⑧、⑪及び⑬において、「取締役等」とは、「業務執行取締役、執行

役、執行役員または支配人その他の使用人である者」をいう。

３．本独立性基準③及び④において、「当社の主要な取引先である者（または会社）」とは、「直近

事業年度における当社の年間連結売上高の2％以上の支払いを当社に行っている者（または会

社）、直近事業年度末における当社の連結総資産の2％以上の額を当社に融資している者（または

会社）」をいう。

４．本独立性基準⑤、⑥、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをい

う。

 

 

社外取締役４名は、上記の基準に照らし合わせて高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じる恐

れがないことから、全員を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定する旨の届け出をしております。

監査等委員である社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において経営全般への助言

を行うとともに、監査等委員会において他の監査等委員である取締役と連携して監査を行い、年間を通じて当社

経営に対する監督、監査を実施する役割を担っております。

社外取締役山口忠則氏は、常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏は、当事業年度においては当

社の常勤の社外監査役であり、当事業年度開催の取締役会には17回中16回、また監査役会には18回中17回出席

し、長年行政に携わった経験と知識から、必要に応じ、当社のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行って

おります。
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社外取締役中嶋克久氏は、株式会社Ｍ＆Ａコンソーシアムの代表取締役、公認会計士中嶋克久事務所の所長、

並びに日本瓦斯株式会社の社外監査役であります。なお、当社は株式会社Ｍ＆Ａコンソーシアム、公認会計士中

嶋克久事務所、並びに日本瓦斯株式会社との間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度においては当

社の社外監査役であり、当事業年度開催の取締役会には17回中16回、また監査役会には18回中17回出席し、主に

公認会計士としての専門的見地から、必要に応じ、当社のコンプライアンス上有用な発言を行っております。

社外取締役守屋達雄氏は、社会保険労務士法人プロジェストの代表社員、並びに株式会社ラムラの社外取締役

を兼務しております。なお、当社は社会保険労務士法人プロジェスト、並びに株式会社ラムラとの間には特別の

関係はありません。同氏は、当事業年度においては当社の社外監査役であり、当事業年度開催の取締役会には17

回中16回、また監査役会には18回中17回出席し、主に社会保険労務士として培ってきた豊富な経験・見地から、

必要に応じ、当社のコンプライアンス上有用な発言を行っております。

社外取締役大島有紀子氏は、大島有紀子法律事務所の所長、法務省人権擁護委員、大網白里市の代表監査委員

を兼務しております。なお、当社は大島有紀子法律事務所、法務省、大網白里市との間には特別の関係はありま

せん。同氏は、当事業年度においては当社の社外取締役であり、当事業年度開催の取締役会には17回中16回出席

し、主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、当社のコンプライアンス上有用な発言を行っておりま

す。

なお、監査等委員会は定期的に内部監査部門である内部監査室や監査法人との情報及び意見交換を行い、密接

な連携を保ち、法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性を確認しております。

 

⑤　役員報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（人）基本報酬
ストック

オプション
賞与 退職慰労金

　取締役

（社外取締役を除く。）
132,888 132,888 － － － 5

　監査役

（社外監査役を除く。）
－ － － － － －

　社外役員 12,600 12,600 － － － 4

（注）１．報酬等の総額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．平成16年８月開催の定時株主総会において取締役報酬限度額は、年額300,000千円以内（ただし、使用

人分給与は含まない。）、監査役の報酬限度額は、年額20,000千円以内としております。なお当社は、

平成30年８月２日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。これに伴い、

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、年額200,000千円以内（うち社外取締役

20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）及び別枠で譲渡制限付株式報酬として年額

100,000千円以内としております。また監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額40,000千円以内

としております。

 

ロ．役員ごとの報酬等の総額等

役員報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

ニ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社の役員報酬については、株主総会の決議により定められた取締役（監査等委員である取締役を除く。）及

び監査等委員である取締役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定します。

各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、責任範囲

の大きさ、業績等を勘案して決定します。各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協

議により決定します。

なお当社は、平成30年８月２日開催の第41回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役及び社

外取締役を除く。）に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢

献意欲を従来以上に高めるため、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。
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⑥　株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計

該当事項はありません。

 

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

的

該当事項はありません。

 

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び

に当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

 
前事業年度

（千円）

当事業年度

（千円）

 
貸借対照表

計上額の合計額

貸借対照表

計上額の合計額

受取配当金

の合計額

売却損益

の合計額

評価損益

の合計額

　上場株式 672 － 14 141 －

 

ニ．投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額

該当事項はありません。

 

ホ．投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計

上額

該当事項はありません。

 

⑦　取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は７名以内、監査等委員である取締役は５名以内とする旨

を定款に定めております。

 

⑧　取締役の選任の決議要件

当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票

によらないものとする旨も定款に定めております。

 

⑨　取締役会で決議することができる株主総会決議事項

イ．自己株式の取得

機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己

株式を取得することのできる旨を定款に定めております。

ロ．中間配当

株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって、

中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

ハ．責任免除に関する事項

当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む）

の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めており

ます。

これは取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を

整備することを目的とするものであります。

 

⑩　株主総会の特別決議要件

株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件につ

いて、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款

に定めております。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

20,200 － 20,500 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

 該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

 該当事項はありませんが、監査時間数等を勘案の上定めております。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づい

て作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成29年５月16日から平成30年５月15日

まで）の財務諸表について、ＥＹ新日本有限責任監査法人により監査を受けております。なお、新日本有限責任監査

法人は平成30年７月１日をもって名称をＥＹ新日本有限責任監査法人に変更しております。

３．連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

 

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基

準機構に加入しセミナーへの参加・機関紙の購読等情報収集を行っております。このほか、監査法人をはじめとする

各種団体が主催するセミナーに適宜参加し、社内での情報共有を図っております。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成29年５月15日)
当事業年度

(平成30年５月15日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,531,479 5,810,031

売掛金 81,091 207,874

原材料及び貯蔵品 190,225 117,253

前払費用 68,811 72,041

繰延税金資産 98,835 94,922

その他 262,744 134,703

流動資産合計 6,233,188 6,436,827

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※ 967,953 ※ 798,666

構築物（純額） ※ 70,274 ※ 53,761

車両運搬具（純額） ※ 794 ※ 293

工具、器具及び備品（純額） ※ 206,661 ※ 259,065

土地 71,907 71,907

リース資産（純額） ※ 25,661 ※ 56,490

建設仮勘定 3,132 1,490

有形固定資産合計 1,346,384 1,241,676

無形固定資産   

ソフトウエア 6,175 1,196

その他 15,192 13,193

無形固定資産合計 21,367 14,389

投資その他の資産   

投資有価証券 672 －

出資金 140 140

長期前払費用 19,670 16,059

繰延税金資産 199,692 221,789

敷金及び保証金 864,477 849,351

破産更生債権等 9,358 －

その他 280,029 261,235

貸倒引当金 △1,078 △1,078

投資その他の資産合計 1,372,962 1,347,497

固定資産合計 2,740,715 2,603,564

資産合計 8,973,903 9,040,391
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成29年５月15日)
当事業年度

(平成30年５月15日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,095,801 1,004,326

短期借入金 60,000 138,000

リース債務 16,519 18,943

未払金 921,934 952,114

未払法人税等 258,359 81,015

預り金 92,394 86,337

前受収益 486 486

資産除去債務 5,427 －

賞与引当金 110,600 110,700

株主優待引当金 34,249 32,212

店舗閉鎖損失引当金 13,400 2,000

流動負債合計 2,609,172 2,426,136

固定負債   

リース債務 17,136 47,790

長期未払金 153,000 153,000

資産除去債務 206,353 201,500

その他 9,000 9,000

固定負債合計 385,489 411,290

負債合計 2,994,661 2,837,427

純資産の部   

株主資本   

資本金 315,950 315,950

資本剰余金   

資本準備金 236,829 236,829

資本剰余金合計 236,829 236,829

利益剰余金   

利益準備金 150 150

その他利益剰余金   

別途積立金 150 150

繰越利益剰余金 6,172,739 6,396,840

利益剰余金合計 6,173,039 6,397,140

自己株式 △746,669 △746,956

株主資本合計 5,979,149 6,202,964

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 92 －

評価・換算差額等合計 92 －

純資産合計 5,979,242 6,202,964

負債純資産合計 8,973,903 9,040,391
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②【損益計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　平成28年５月16日
　至　平成29年５月15日)

当事業年度
(自　平成29年５月16日
　至　平成30年５月15日)

売上高 19,540,900 18,789,187

売上原価   

原材料期首たな卸高 171,118 179,273

原材料仕入高 8,141,000 7,814,474

合計 8,312,119 7,993,747

原材料期末たな卸高 179,273 106,620

売上原価合計 8,132,846 7,887,127

売上総利益 11,408,054 10,902,059

販売費及び一般管理費 ※１ 10,484,299 ※１ 10,321,458

営業利益 923,754 580,601

営業外収益   

受取利息 3,035 2,357

受取配当金 18 14

協賛金収入 18,496 22,991

仕入割引 5,798 2,487

有価証券売却益 － 141

その他 10,579 14,815

営業外収益合計 37,928 42,807

営業外費用   

支払利息 1,524 1,267

現金過不足 1,277 204

雑損失 － 5,988

その他 0 35

営業外費用合計 2,802 7,495

経常利益 958,881 615,913

特別利益   

固定資産売却益 ※２ 1,632 ※２ 64

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 6,000

特別利益合計 1,632 6,064

特別損失   

固定資産除却損 ※３ 1,049 ※３ 6

減損損失 ※４ 163,778 ※４ 150,870

店舗閉鎖損失 14,741 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 18,200 －

特別損失合計 197,768 150,877

税引前当期純利益 762,745 471,100

法人税、住民税及び事業税 286,810 183,298

法人税等調整額 18,415 △18,144

法人税等合計 305,226 165,154

当期純利益 457,518 305,946
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成28年５月16日　至　平成29年５月15日）

      (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金
資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

 別途積立金
繰越利益剰余
金

当期首残高 315,950 236,829 236,829 150 150 5,797,067 5,797,367

当期変動額        

剰余金の配当      △81,847 △81,847

当期純利益      457,518 457,518

自己株式の取得        

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

       

当期変動額合計 - - - - - 375,671 375,671

当期末残高 315,950 236,829 236,829 150 150 6,172,739 6,173,039

 

      

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 △746,413 5,603,734 △99 △99 5,603,634

当期変動額      

剰余金の配当  △81,847   △81,847

当期純利益  457,518   457,518

自己株式の取得 △256 △256   △256

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

  192 192 192

当期変動額合計 △256 375,415 192 192 375,607

当期末残高 △746,669 5,979,149 92 92 5,979,242
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当事業年度（自　平成29年５月16日　至　平成30年５月15日）

      (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金
資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

 別途積立金
繰越利益剰余
金

当期首残高 315,950 236,829 236,829 150 150 6,172,739 6,173,039

当期変動額        

剰余金の配当      △81,845 △81,845

当期純利益      305,946 305,946

自己株式の取得        

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

       

当期変動額合計 － － － － － 224,101 224,101

当期末残高 315,950 236,829 236,829 150 150 6,396,840 6,397,140

 

      

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 △746,669 5,979,149 92 92 5,979,242

当期変動額      

剰余金の配当  △81,845   △81,845

当期純利益  305,946   305,946

自己株式の取得 △286 △286   △286

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

  △92 △92 △92

当期変動額合計 △286 223,814 △92 △92 223,722

当期末残高 △746,956 6,202,964 － － 6,202,964
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④【キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　平成28年５月16日
　至　平成29年５月15日)

当事業年度
(自　平成29年５月16日
　至　平成30年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 762,745 471,100

減価償却費 262,869 247,620

のれん償却額 21,479 －

減損損失 163,778 150,870

有価証券売却損益（△は益） － △141

店舗閉鎖損失 14,741 －

建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 45,944 36,752

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000 100

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 13,400 △11,400

受取利息及び受取配当金 △3,053 △2,371

支払利息 1,524 1,267

有形固定資産売却損益（△は益） △1,632 △64

固定資産除却損 1,049 6

売上債権の増減額（△は増加） 33,770 △126,783

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,565 72,972

仕入債務の増減額（△は減少） △65,847 △91,475

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,157 △47,072

その他 △139,882 163,701

小計 1,099,163 865,083

利息及び配当金の受取額 464 391

利息の支払額 △1,478 △1,274

法人税等の支払額 △228,787 △349,204

営業活動によるキャッシュ・フロー 869,361 514,995

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △407,369 △407,403

定期預金の払戻による収入 407,285 407,369

有形固定資産の取得による支出 △205,445 △196,937

無形固定資産の取得による支出 － △740

敷金及び保証金の差入による支出 △5,051 △5,076

敷金及び保証金の回収による収入 33 25,738

建設協力金の支払による支出 △27,000 △17,000

資産除去債務の履行による支出 △566 △16,867

その他 － 681

投資活動によるキャッシュ・フロー △238,113 △210,236

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 365,000 560,000

短期借入金の返済による支出 △455,000 △482,000

リース債務の返済による支出 △26,038 △22,022

自己株式の取得による支出 △256 △286

配当金の支払額 △81,947 △81,932

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,241 △26,241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 433,006 278,517

現金及び現金同等物の期首残高 4,691,104 5,124,110

現金及び現金同等物の期末残高 5,124,110 5,402,627
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

　最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物　　　　３～42年

　構築物　　　10～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(3) 株主優待引当金

　将来の株主優待券の利用による費用の発生に備えるため、翌期以降に利用される株主優待券に対する見積

額を計上しております。

(4) 店舗閉鎖損失引当金

　店舗の閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、閉鎖を決定した店舗について、将来発生すると見込まれる

損失額を計上しております。

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

 

 

（未適用の会計基準等）
 

・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　平成30年２月16日改正　企業会計基準

委員会）

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成30年２月16日最終改正　企

業会計基準委員会）

　(1）概要

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企

業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行わ

れたものであります。

（会計処理の見直しを行った主な取扱い）

・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い

・（分類１）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い

　(2）適用予定日
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平成31年５月期の期首から適用します。

　(3）当該会計基準等の適用による影響

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中

であります。

 

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日　企業会計基準委員会）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日　企業会計基準委員

会）

　(1）概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計

基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいて

はTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12

月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する

包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性

を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発

点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合

には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

　(2）適用予定日

平成34年５月期の期首から適用します。

　(3）当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。
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（貸借対照表関係）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成29年５月15日）
当事業年度

（平成30年５月15日）

有形固定資産の減価償却累計額 2,632,517千円 2,571,701千円

 

（損益計算書関係）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度54％、当事業年度54％、一般管理費に属する費用のお

およその割合は前事業年度46％、当事業年度46％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成28年５月16日
　　至　平成29年５月15日）

当事業年度
（自　平成29年５月16日

　　至　平成30年５月15日）

給料及び手当 5,295,275千円 5,243,319千円

賞与引当金繰入額 110,600 110,700

減価償却費 283,929 247,238

地代家賃及び賃借料 1,583,967 1,543,853

株主優待引当金繰入額 43,270 43,166

 

※２　固定資産売却益

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成28年５月16日
　　至　平成29年５月15日）

当事業年度
（自　平成29年５月16日

　　至　平成30年５月15日）

車両運搬具 1,632千円 64千円

 

※３　固定資産除却損

固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成28年５月16日
　　至　平成29年５月15日）

当事業年度
（自　平成29年５月16日

　　至　平成30年５月15日）

建物 758千円 －千円

車両運搬具 0 －

工具、器具及び備品 290 6

計 1,049 6

 

※４ 減損損失

減損損失の内容は、次のとおりであります。

 

前事業年度　（自　平成28年５月16日　至　平成29年５月15日）

（１）減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類 金額（千円）

東京都 店舗等 建物等 32,877

千葉県 店舗等 建物等 94,417

埼玉県 店舗等 建物等 22,427

神奈川県 店舗等 建物等 14,054

 

　　　　（２）減損損失の認識に至った経緯

　　　　当初予定していた収益を見込めなくなったことにより、営業損益が継続してマイナスであり回復が見込まれない

       資産グループについて減損損失を認識しております。
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　　　　（３）減損損失の金額

種類 金額

建物 82,185千円

 構築物 4,575

工具、器具及び備品 18,208

リース資産 5,109

 のれん 53,699

 計 163,778

 

　　　　（４）資産のグルーピングの方法

　　　　当社は、主に店舗を最小単位として、グルーピングしております。

 

　　　　（５）回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額により測定しており、転用可能な資産以外について売却可能性が見込めないため、

零としております。

 

当事業年度　（自　平成29年５月16日　至　平成30年５月15日）

（１）減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類 金額（千円）

東京都 店舗等 建物等 80,196

千葉県 店舗等 建物等 25,853

埼玉県 店舗等 建物等 40,164

神奈川県 店舗等 建物等 4,656

 

　　　　（２）減損損失の認識に至った経緯

　　　　当初予定していた収益を見込めなくなったことにより、営業損益が継続してマイナスであり回復が見込まれない

       資産グループについて減損損失を認識しております。

 

　　　　（３）減損損失の金額

種類 金額

建物 89,269千円

 構築物 5,443

工具、器具及び備品 48,856

リース資産 6,916

その他無形固定資産 384

 計 150,870

 

　　　　（４）資産のグルーピングの方法

　　　　当社は、主に店舗を最小単位として、グルーピングしております。

 

　　　　（５）回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額により測定しており、転用可能な資産以外について売却可能性が見込めないため、

零としております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成28年５月16日　至　平成29年５月15日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 当事業年度期首
株式数（千株）

当事業年度増加
株式数（千株）

当事業年度減少
株式数（千株）

当事業年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 2,903 － － 2,903

　合計 2,903 － － 2,903

自己株式     

普通株式　(注） 175 0 － 175

　　合計 175 0 － 175

　　（注）株式数の増加の内訳は、以下のとおりであります。

　　　　　　・単元未満株式の買取による増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0千株

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成28年８月４日

定時株主総会
普通株式 81,847 30.00 平成28年５月15日 平成28年８月５日

 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり

 配当額（円）
基準日 効力発生日

平成29年８月３日

定時株主総会
普通株式 81,845 利益剰余金 30.00 平成29年５月15日 平成29年８月４日
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当事業年度（自　平成29年５月16日　至　平成30年５月15日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 当事業年度期首
株式数（千株）

当事業年度増加
株式数（千株）

当事業年度減少
株式数（千株）

当事業年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 2,903 － － 2,903

　合計 2,903 － － 2,903

自己株式     

普通株式　(注） 175 0 － 175

　　合計 175 0 － 175

　　（注）株式数の増加の内訳は、以下のとおりであります。

　　　　　　・単元未満株式の買取による増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0千株

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成29年８月３日

定時株主総会
普通株式 81,845 30.00 平成29年５月15日 平成29年８月４日

 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり

 配当額（円）
基準日 効力発生日

平成30年８月２日

定時株主総会
普通株式 81,843 利益剰余金 30.00 平成30年５月15日 平成30年８月３日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

（自　平成28年５月16日
至　平成29年５月15日）

当事業年度
（自　平成29年５月16日
至　平成30年５月15日）

現金及び預金勘定 5,531,479千円 5,810,031千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △407,369 △407,403 

現金及び現金同等物 5,124,110 5,402,627 

 

（リース取引関係）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産

店舗における寿司コンベア及び厨房設備（工具、器具及び備品）であります。

②　リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）
 

 
前事業年度

（平成29年５月15日）
当事業年度

（平成30年５月15日）

１年内 14,400 14,400

１年超 84,360 69,960

合計 98,760 84,360
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

　当社の資金運用は短期的な預金等に限定し、資金調達については納税資金を短期借入金にて調達し、それ以

外は自己資金によることを基本方針としております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、取引先が信販会社であるため、相手方の債務不履行による信用リスクは僅少であ

ると判断しております。

　店舗用地・建物に係る賃貸借取引に伴う敷金及び保証金、建設協力金については、取引開始時に信用判定を

行うとともに、契約更新時その他適宜契約先の信用状況の把握に努めております。

　営業債務である買掛金は、そのほとんどが２ヶ月内の支払期日であります。

　短期借入金は、納税資金に係る資金調達を目的としたものであり、決算日後１年以内の返済期日でありま

す。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが

極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

 

前事業年度（平成29年５月15日）

 貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

　(1)　現金及び預金 5,531,479 5,531,479 －

　(2)　売掛金 81,091 81,091 －

　　流動資産計 5,612,570 5,612,570 －

　(3)　投資有価証券 672 672 －

　(4)　敷金及び保証金 864,477 863,177 △1,300

　(5)　破産更生債権等 9,358   

　　　　貸倒引当金(*1) △1,078   

計 8,280 8,280 －

　　固定資産計 873,430 872,129 △1,300

　　資産計 6,486,000 6,484,700 △1,300

　(1)　買掛金 1,095,801 1,095,801 －

　(2)　短期借入金 60,000 60,000 －

　(3)　未払金 921,934 921,934 －

　　流動負債計 2,077,735 2,077,735 －

　　負債計 2,077,735 2,077,735 －

(*1)　破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
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当事業年度（平成30年５月15日）

 貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

　(1)　現金及び預金 5,810,031 5,810,031 －

　(2)　売掛金 207,874 207,874 －

　　流動資産計 6,017,906 6,017,906 －

　(3)　敷金及び保証金 849,351   

　　　　貸倒引当金(*1) △1,078   

計 848,272 846,203 △2,069

　　固定資産計 848,272 846,203 △2,069

　　資産計 6,866,179 6,864,109 △2,069

　(1)　買掛金 1,004,326 1,004,326 －

　(2)　短期借入金 138,000 138,000 －

　(3)　未払金 952,114 952,114 －

　　流動負債計 2,094,441 2,094,441 －

　　負債計 2,094,441 2,094,441 －

(*1)　敷金及び保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券、デリバティブ取引に関する事項

資　産

(1)　現金及び預金、(2)　売掛金

　これらは短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっておりま

す。

(3)　敷金及び保証金

　敷金及び保証金の時価は、その将来キャッシュ・フローを当該賃貸借契約期間に近似する国債の利回り

で割り引いた現在価値により算定しております。

負　債

(1)　買掛金、(2)　短期借入金、(3)　未払金

　これらは短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額によっておりま

す。

デリバティブ取引

　当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

 

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　　　（単位：千円）

区分
前事業年度

（平成29年５月15日）

当事業年度

（平成30年５月15日）

　出資金 140 140

　これらについては、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難なため、上記の貸借対照表計上額、時

価及びこれらの差額には含めておりません。
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（注）３．金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成29年５月15日）

 
１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

　現金及び預金 5,464,960 － － －

　売掛金 81,091 － － －

　敷金及び保証金 130,619 367,070 285,087 81,700

　　合計 5,676,670 367,070 285,087 81,700

 

当事業年度（平成30年５月15日）

 
１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

　現金及び預金 5,810,031 － － －

　売掛金 207,874 － － －

　敷金及び保証金 126,646 355,917 280,087 86,700

　　合計 6,144,552 355,917 280,087 86,700

 

（注）４．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

　前事業年度（平成29年５月15日）

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

　短期借入金 60,000 － － － － －

　　合計 60,000 － － － － －

 

　当事業年度（平成30年５月15日）

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

　短期借入金 138,000 － － － － －

　　合計 138,000 － － － － －
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（平成29年５月15日）

 種類
貸借対照表計上額

（千円）
取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えているもの
株式 672 540 132

 

当事業年度（平成30年５月15日）

　該当事項はありません。

 

　　　　２．事業年度中に売却したその他有価証券

　　　　　前事業年度（自　平成28年５月16日　至　平成29年５月15日）

　　　　　　該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成29年５月16日　至　平成30年５月15日）

種類 売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）

株式 681 141 －

 

（デリバティブ取引関係）

　当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成29年５月15日）
 

当事業年度
（平成30年５月15日）

繰延税金資産    

減価償却超過額 26,231千円 26,091千円

減損損失 78,371  105,494

未払事業税 21,752  13,229

未払事業所税 4,267  4,202

賞与引当金 33,345  33,121

法定福利費 17,735  16,374

長期未払金 45,777  45,777

資産除去債務 63,406  60,288

その他 29,605  30,086

繰延税金資産合計 320,494  334,667

繰延税金負債    

建設協力金 △2,023  △1,864

資産除去費用 △19,509  △15,747

その他 △434  △342

繰延税金負債合計 △21,967  △17,954

繰延税金資産の純額 298,527  316,712

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（平成29年５月15日）
 

当事業年度
（平成30年５月15日）

法定実効税率 30.1％  30.1％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8  1.3

住民税均等割 1.7  2.6

留保金課税 2.8  1.9

のれん減損損失

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正

2.1

0.7

 

 

-

-

その他 0.8  △0.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.0  35.1

 

 

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

　　　　　該当事項はありません。
 

（資産除去債務関係）

　資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

イ　当該資産除去債務の概要

　店舗建物・土地の不動産賃貸借契約等に伴う原状回復義務等であります。

 

ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用可能期間を２年６ヶ月～20年とし、割引率は0.000％～1.397％を使用して資産除去債務の金額を計算し

ております。

 

ハ　当該資産除去債務の総額の増減

 
前事業年度

（自　平成28年５月16日
　　至　平成29年５月15日）

当事業年度
（自　平成29年５月16日

　　至　平成30年５月15日）

期首残高 204,258千円 211,780千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 6,364 1,981

時の経過による調整額 1,724 1,581

資産除去債務の履行による減少額 △566 △13,843

期末残高 211,780 201,500

 

（賃貸等不動産関係）

　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前事業年度（自　平成28年５月16日　至　平成29年５月15日）

　当社は、寿司事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当事業年度（自　平成29年５月16日　至　平成30年５月15日）

　当社は、寿司事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前事業年度（自 平成28年5月16日 至 平成29年5月15日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）
 

 寿司事業 合計

外部顧客への売上高 19,540,900 19,540,900

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％以上を超えるため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、損益計算書の売上高の10％以上を占める

ものがないため、記載を省略しております。

 

当事業年度（自 平成29年5月16日 至 平成30年5月15日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）
 

 寿司事業 合計

外部顧客への売上高 18,789,187 18,789,187

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％以上を超えるため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、損益計算書の売上高の10％以上を占める

ものがないため、記載を省略しております。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自 平成28年5月16日 至 平成29年5月15日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 寿司事業 合計

減損損失 163,778 163,778

 

当事業年度（自 平成29年5月16日 至 平成30年5月15日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 寿司事業 合計

減損損失 150,870 150,870

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自 平成28年5月16日 至 平成29年5月15日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 寿司事業 合計

当期償却額 21,479 21,479

当期末残高 － －

 

当事業年度（自 平成29年5月16日 至 平成30年5月15日）

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前事業年度（自　平成28年５月16日　至　平成29年５月15日）

財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等

種類

会社等

の名称

又は氏

名

所在地

資本金又

は出資金

(千円)

事業の内

容又は職

業

議決権

等の所

有(被所

有)割合

（％）

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引金

額(千

円)

科目

期末

残高

（千

円）

役員及

びその

近親者

が議決

権の過

半数を

所有し

ている

会社等

株式会

社オレ

ンジ・

エス

テート

千葉県

東金市
10,000

不動産賃

貸業
なし

土地の

貸借

店舗用

地の賃

借

15,600 前払費用 650

(注)１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含

　　　　まれております。

　　２．取引条件および取引条件の決定方針等

　　　　土地の賃借料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。

 

当事業年度（自　平成29年５月16日　至　平成30年５月15日）

財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等

種類

会社等

の名称

又は氏

名

所在地

資本金又

は出資金

(千円)

事業の内

容又は職

業

議決権

等の所

有(被所

有)割合

（％）

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引金

額(千

円)

科目

期末

残高

（千

円）

役員及

びその

近親者

が議決

権の過

半数を

所有し

ている

会社等

株式会

社オレ

ンジ・

エス

テート

千葉県

東金市
10,000

不動産賃

貸業
なし

土地の

貸借

店舗用

地の賃

借

15,600 前払費用 650

(注)１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含

　　　　まれております。

　　２．取引条件および取引条件の決定方針等

　　　　土地の賃借料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。
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（１株当たり情報）

 
前事業年度

（自　平成28年５月16日
至　平成29年５月15日）

当事業年度
（自　平成29年５月16日
至　平成30年５月15日）

１株当たり純資産額 2,191.66円 2,273.71円

１株当たり当期純利益金額 167.70円 112.14円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（平成29年５月15日）
当事業年度

（平成30年５月15日）

純資産の部の合計額（千円） 5,979,242 6,202,964

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 5,979,242 6,202,964

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（千株）
2,728 2,728

 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成28年５月16日
至　平成29年５月15日）

当事業年度
（自　平成29年５月16日
至　平成30年５月15日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益金額（千円） 457,518 305,946

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益金額（千円） 457,518 305,946

期中平均株式数（千株） 2,728 2,728
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（重要な後発事象）

（譲渡制限付株式報酬制度の導入）

当社は、平成30年６月28日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報

酬制度（以下、「本制度」という。）の導入を決議し、本制度に関する議案を平成30年８月２日開催の当社第

41回定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）において承認されました。

 

１．本制度の導入目的等

本制度は、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」とい

う。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従

来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。

 

２．本制度の概要

（１）譲渡制限付株式の割当て及び払込み

当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として年額100百

万円の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付

することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。

なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における

東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引

日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で

当社取締役会において決定する。

また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記（３）に定める

内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。

（２）譲渡制限付株式の総数

対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数25,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制

限付株式の数の上限とする。

ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）又

は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とす

る場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。

（３）譲渡制限付株式割当契約の内容

譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対

象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。

①譲渡制限の内容

譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、３年間から５年間までの間で当社取締役会が定める

期間（以下、「譲渡制限期間」という。）、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の

設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない。

②譲渡制限付株式の無償取得

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来す

る当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも

退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当該対象取締役に割

り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という。）を当然に無償で取得する。

また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事

由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得す

る。

③譲渡制限の解除

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来す

る当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位に

あったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を

解除する。

ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に

当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除

する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
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④組織再編等における取扱い

当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約

又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関し

て当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合には、当社

取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理

的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制

限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

 

３．当社の執行役員及び使用人に対する譲渡制限付株式報酬制度の適用

当社は、本株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執行役員及び

使用人に対し、割り当てる予定です。

 

（ストックオプション）

当社は、平成30年８月２日開催の第41回定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規

定に基づき、当社の使用人に対して無償にて発行するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決

定を取締役会に委任することを承認されました。

詳細は、「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(２)　新株予約権等の状況　①ストックオプション

制度の内容」をご参照ください。

 

EDINET提出書類

株式会社　銚子丸(E03507)

有価証券報告書

58/68



⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
(千円）

当期減少額
(千円）

当期末残高
(千円）

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額
(千円）

当期償却額
(千円）

差引当期末
残高

(千円）

有形固定資産        

建物 2,395,122 32,192
106,468

(89,269)
2,320,846 1,522,180 112,210 798,666

構築物 326,699 -
10,103

(5,443)
316,596 262,834 11,069 53,761

車両運搬具 19,511 290 301 19,500 19,207 790 293

工具、器具及び備品 790,705 202,094
58,523

(48,856)
934,276 675,210 100,383 259,065

土地 71,907 - - 71,907 - - 71,907

リース資産 371,821 53,579
276,642

(6,916)
148,758 92,267 15,832 56,490

建設仮勘定 3,132 - 1,641 1,490 - - 1,490

有形固定資産計 3,978,901 288,157
453,680

(150,486)
3,813,377 2,571,701 240,286 1,241,676

無形固定資産
      

 

ソフトウエア 33,670 740 - 34,410 33,213 5,719 1,196

その他 27,474 -
384

(384)
27,090 13,897 1,614 13,193

無形固定資産計 61,144 740
384

(384)
61,500 47,110 7,333 14,389

（注）１．当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物  増加額(千円) 新規出店等 26,266

工具、器具及び備品 増加額(千円) タッチパネル等 120,767

２.「当期減少額」欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

　該当事項はありません。
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【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 60,000 138,000 0.21 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 ― ― ― ―

１年以内に返済予定のリース債務 16,519 18,943 2.0 ―

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） ― ― ― ―

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 17,136 47,790 2.6
平成31年

～平成34年

その他有利子負債 ― ― ― ―

計 93,555 204,733 ― ―

（注）１．平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりでありま

す。

 
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

リース債務 15,092 13,518 12,578 6,601

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 1,078 ― ― ― 1,078

賞与引当金 110,600 110,700 110,600 ― 110,700

株主優待引当金 34,249 43,166 44,540 663 32,212

店舗閉鎖損失引当金 13,400 ― 5,400 6,000 2,000

（注）目的使用以外の理由による取崩額

株主優待引当金の当期減少額（その他）は、株主優待券の使用期限到来に伴う戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

　本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産

除去債務明細表の記載を省略しております。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 67,743

預金  

当座預金 5,777

普通預金 830,753

定期預金 3,702,773

別段預金 983

通知預金 1,202,000

小計 5,742,287

合計 5,810,031

 

ロ．売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

トヨタファイナンス株式会社 138,499

ちばぎんＪＣＢカード株式会社

三菱地所サイモン株式会社

65,251

3,968

その他 155

合計 207,874

 

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)

 
(C)

× 100
(A) ＋ (B)

 

 
 (A) ＋ (D) 

 ２  

 (B)  

 365  
 

81,091 2,048,026 1,921,242 207,874 90.24 26

（注）当期発生高には消費税等が含まれております。
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ハ．原材料及び貯蔵品

品目 金額（千円）

本部在庫　魚介類 26,391

店舗在庫・まぐろ 19,683

店舗在庫・魚介類（まぐろ以外の冷凍物） 20,804

店舗在庫・魚介類（まぐろ以外のなま物） 2,939

店舗在庫・飲料、乾物(のり、調味料等) 12,083

店舗在庫・酒 10,939

店舗在庫・米・酢 4,809

店舗在庫・野菜類 1,110

店舗在庫・デザート 1,830

店舗在庫・副材料(箸、梱包材他) 6,027

小計 106,620

ラップ他消耗品 6,754

客席用イス・配膳用ワゴン 627

のぼり、のれん 1,365

食器類 1,193

ユニフォーム 112

その他 580

小計 10,633

合計 117,253

 

②　固定資産

　　敷金及び保証金

相手先 金額（千円）

千葉ショッピングセンター 70,000

有限会社大春恒産 25,000

小田急電鉄株式会社 24,000

宮邦商事有限会社 20,000

戸村国孝 20,000

ロイヤルホームセンター株式会社 18,000

その他 672,351

合計 849,351
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③　流動負債

イ．買掛金

相手先 金額（千円）

株式会社ライジング 96,688

株式会社イクタツ 86,020

極洋商事株式会社 62,666

株式会社ニチレイフレッシュ 56,771

株式会社加悦 49,724

その他 652,454

合計 1,004,326

 

ロ．未払金

相手先 金額（千円）

従業員給料 401,138

日本年金機構　千葉事務センター 90,570

国　未払消費税等 65,898

北日本カコー株式会社 32,189

鈴茂器工株式会社 18,967

その他 343,350

合計 952,114

 

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高（千円） 4,615,459 8,960,850 13,939,110 18,789,187

税引前四半期（当期）純利益金額（千円） 229,392 66,959 260,369 471,100

四半期（当期）純利益金額（千円） 146,052 42,633 165,201 305,946

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 53.53 15.63 60.55 112.14

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）（円）
53.53 △37.91 44.93 51.59
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ５月16日から５月15日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内

基準日 ５月15日

剰余金の配当の基準日 ５月15日、11月15日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所 ―

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告による

ことができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。

公告掲載URL

http//www.choushimaru.co.jp

株主に対する特典

毎年11月15日ならびに５月15日現在の株主様に対し、当社全店舗でご利用

いただける優待お食事券を次の基準により贈呈いたします。

・当社の株主名簿及び実質株主名簿に記載された所有株式数100株以上200

株未満の株主様に対して2,500円相当の当社優待券（食事券）、200株以

上の株主様に対して5,000円相当の当社優待券（食事券）を贈呈いたし

ます。

なお、優待お食事券全てと引き換えに、当社指定商品（特選品）との交換

が可能です。

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請

求する権利並びに募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（１）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第40期）（自　平成28年５月16日　至　平成29年５月15日）平成29年８月４日関東財務局長に提出

 

（２）内部統制報告書及びその添付書類

平成29年８月４日関東財務局長に提出

 

（３）四半期報告書及び確認書

（第41期第１四半期）（自　平成29年５月16日　至　平成29年８月15日）平成29年９月29日関東財務局長に提出

（第41期第２四半期）（自　平成29年８月16日　至　平成29年11月15日）平成29年12月28日関東財務局長に提出

（第41期第３四半期）（自　平成29年11月16日　至　平成30年２月15日）平成30年３月29日関東財務局長に提出

（４）臨時報告書

平成29年８月７日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会に

おける議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 平成３０年８月３日

株　式　会　社　銚　子　丸  

 

 取　締　役　会　御　中   

 

 ＥＹ新日本有限責任監査法人   

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 稲　垣　正　人　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大　録　宏　行　　印

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社銚子丸の平成２９年５月１６日から平成３０年５月１５日までの第４１期事業年度

の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要

な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る

ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択

及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当

監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と

適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並

びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社銚子丸の平成３０年５月１５日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社銚子丸

の平成３０年５月１５日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる

財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可

能性がある。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る

内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法

人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を

入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性

に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の

評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を

検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、株式会社銚子丸が平成３０年５月１５日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の

基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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